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電子車検証の扱いについて 
 

 

自動車検査証については、令和５年１月４日より電子化され、電子車検証となったことに

より、管理方法や保存方法に対する多くのお問い合わせをいただいております。 

電子車検証については、旧自動車検査証に記載されていた「有効期間の満了する日」や「所

有者・使用者情報」などの項目が、『ＩＣタグ（ＩＣチップ）』の中に保存されており、券面

では確認できなくなっております。 

これに伴い、車両管理台帳を自動車検査証の写しにより管理している事業者様につきまし

ては、今般の電子車検証の写しでは必要事項の記載が不足します。 

よって今後は、【自動車検査証記録事項】を各事業所に保存していただき、適正化

事業実施機関の巡回指導時における車両管理台帳の確認についても、自動車検査証記録事項

により当該営業所に配置している車両を確認させていただきます。 

また、電子化から最低３年間は電子車検証と併せて自動車検査証記録事項が交付されるこ

ととなっておりますが、現状では３年間経過後の取り扱いについて、国土交通省から明示が

されておりません。そのため、車検証情報の閲覧や記録事項の印刷を行うには、スマホのア

プリやＩＣタグリーダー等により、データを読み込み、スマホやＰＣ等での管理が必要とな

ります。スマホやＰＣ等による管理が困難な事業者様については、各ディーラーや整備工場

等へ自動車検査証記録事項の交付を依頼していただき、管理と保存をお願いいたします。 

なお、自動車検査証記録事項は、自動車検査証のように自動車に備え付ける必要はありま

せんが、券面で確認できない事項を容易に確認できるものになりますので、コピー等も自動

車と事務所に保管をお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

不明な点は気軽に適正化指導員にお尋ね下さい。                         

群馬県貨物自動車運送適正化事業実施機関 
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